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しんしろエコガバナンス宣言 

（平成 18 年 2 月 25 日） 
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景  
 計計画画策策定定のの背背景
 
私たちの地球は今、とても深刻な危機に直面しています。ごみの増大や不法投棄、大気汚染や騒音問題などといった

身近な課題がある一方で、地球温暖化の進行や生物多様性の喪失など、地球規模にわたる人間の健康や社会経済活動へ
の悪影響が見られています。今日の地球環境問題は、わたしたち２１世紀の人類が直面する試練の一つであり、市民一
人ひとりがすみやかに対応すべき課題といえます。 
こうした中で、平成２０年３月、「新たな公共が導く市民自治社会の実現」をまちづくりの基本理念とした新市になっ

て初めての総合計画が策定されました。この総合計画は、「市民がつなぐ 山の湊 創造都市」の実現を目指していくため
の経営戦略プランとして期待が込められています。 
 
 
地球環境の危機 

 
 
 
 
 
 

健全で恵み豊かな環境は、46 億年という地球の長い歴史において、多種多様な生態系とそれを取り巻く環境との
相互関係作用により育まれてきたものです。 
かつて、わが国では昭和40年代の高度経済成長期に産業公害が大きな社会問題になり、その発生源の特定ができ

たことから、加害者と被害者という区分が比較的わかりやすいという特徴がありました。 
しかし、先進諸国のめざましい経済発展に伴う大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済活動による環境負荷は地

球規模にまで拡大し、バランスを保っていた多様な生態系が崩れはじめました。 
地球環境問題は、進行する時間が長期にわたることから、現代の社会経済どころか将来世代への影響、さらには人

類の存続すら危ぶまれる最大の問題といえます。 

○加害者であり被害者 

○地球規模 

○加害者ｖｓ被害者 

○特定地域限定 

 
特定地域から地球規模へ  

 

オゾン層破壊

ＣＯ２
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酸性雨 

地下資源の枯渇 

都市化 

地球温暖化

大気汚染 

・地球温暖化 

・オゾン層の破壊 

・酸性雨 

・森林の減少 

・生物多様性の減少

・海洋汚染 

・有害廃棄物の 

越境移動

・砂漠化 

・開発途上国の公害

・大気汚染 

・水質汚濁 

・騒音 

・振動 

・悪臭 

・土壌汚染 

・地盤沈下 
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 特に、地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる最も重要な課
題と言えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スイスアルプス（ブライトホルン）の１９８４年と２００６年の氷河後退のようす 
撮影・提供  NPO法人環境市民 杦本育生氏 



  
 計計画画のの推推進進にに向向けけてて

 
 
 

本計画では、持続可能な地域社会の実現のための「わ
たしたちの環境ビジョン」を掲げています。そして、ビ
ジョンの具現化に向け、強力に計画を推進していくため
の協働の組織「（仮称）しんしろアジェンダ 21会議」を
設置します。組織は、地域住民や団体、事業所、行政で
構成し、本計画をもとに具体的な行動計画「（仮称）し
んしろアジェンダ 21」を策定します。また、計画の進行
度合いや目標の達成状況を把握することのできる環境報
告書を毎年度作成し、公表することで、情報を共有する
とともに、多くの人の参画による計画の見直しや取り組
みを改善できるしくみをつくります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の国際社会においては「持続可能な発展」という
考え方が定着してきました。 
持続可能な発展とは、将来の世代のニーズを満たす能

力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすこと
です。 
そのために、わたしたちは「持続可能な発展」という

考え方をベースとした「持続可能な社会」を構築する必
要があります。 

協働による取り組

持持続続可可能能なな地地域域社社会会ををめめざざししてて  

今、求められている理想の社会 

 
わたしたちは、持

①本市の特性を
と長期的・継
します。 
②環境面だけで
合的に向上する
実施し、評価
と）による計画
③住民や団体・
から、各主体
ぞれが今ある
る力の向上をめ
 
 
協働による取り
資源、資金を最
「相乗効果」に
行動を促す効果が

面 

Do（実施）
 
(仮称)しんしろ 

アジェンダ 21会議

Plan（計画）
環境基本条例 
総合計画、環境基本計画

その他の計画等 
 
具体的な行動計画 
「（仮称）しんしろ 

アジェンダ 21」

Check（評価）

 
新城市環境報告書 

 
 

Action（見直し）
 
「（仮称）しんしろ 
アジェンダ 21」の改善・
見直し 
 
総合計画、環境基本計画

等の見直し 

環境ビジョンの具現化へ 
社
会的側
①住民・事業所・行政が、各主体の長所を活かし、効果
的に地域の問題に取り組むことができます。 

②地域住民の主体性を高め、行政や事業所と共に地域づ 
くりを行うことが地域の発展につながります。 
③環境保護や維持だけではなく、地域が一体となった環 
境マネジメントにより、地域環境の改善、向上をめざ 
します。 

①持続可能な社会の実現を目指したものであること 
②長期的な視点に立った行動計画であること  
③市民参加により策定、実施、進行管理するものである 
こと 

みの促進 

続可能な地域社会をめざして 

踏まえ将来における望ましい環境像
続的な将来の具体的なビジョンを示

なく、経済的側面、社会的側面も統
ため、ＰＤＣＡサイクル（計画し、
し、改善することをくり返し行うこ
推進のしくみをつくります。 
事業所・行政の協働による取り組み
間の良い関係を築くとともに、それ
状況や課題に自ら気づき、改善を図
ざします。 

組みは、各主体が持っている人材、
大限有効に活用することで生まれる
よる大きな効果と地域住民の主体的
期待されています。 

めざすまちの将来像 

市民や団体・事業所・行政等の協働による持続可能な
市民自治社会の実現をめざす、本市の最上位計画・総合
計画「山の湊しんしろ経営戦略プラン」において掲げる
めざすまちの将来像は、 
『市民がつなぐ 山の湊 創造都市』です。 
このめざすまちの将来像の実現に向け、次の５つの 
「わたしたちの環境ビジョン」を設定しました。 

「（仮称）しんしろアジェンダ 21」策定に必要な要件 

「（仮称）しんしろアジェンダ 21会議」に必要な要件 

市民 

行政 事業所 

市民・事業所等からの 
意見募集など 



 

 わたしたちの環境ビジョン 

 
わたしたちは、自然環境を大切にする心を育み、多様な生態系を維持・保全しながらも、地

域資源を有効に活用する『多様な生態系と共生するまち』を創造し、将来世代に引き継いでい
きます。 
●豊かな自然の保全       ●身近な自然の創出             ●自然に親しむ 
①生命の源としての自然の確保  ①原風景の回復               ①ふれあいの場の整備 
②生物生息空間の保全・維持   ②自然に配慮したまちなみ景観・公園づくり  ②自然に親しむ心の醸成 

 

わたしたちは、災害に強く、公害のない、地域だけでなく地球にとっても『安全・安心・快
適なまち』を創造し、将来世代に引き継いでいきます。 
●災害対策       ●公害等の未然防止  ●まちづくり交通政策    ●防犯対策 
①防災体制の連携強化  ①公害を未然に防ぐ  ①公共交通機関の利用促進  ①犯罪を未然に防ぐ環境整備 
②地域自主防災の推進   体制強化と連携   ②歩行と自転車利用の推進  ②防犯組織・体制づくり 

②意識の高揚     ③環境に配慮した自動車利用 

 

わたしたちは、自然、歴史・文化資源を活かした魅力的な「新城らしさ」あふれる『交流と
教育・文化のまち』を創造し、将来世代に引き継いでいきます。 
●拠点づくり        ●歴史的・文化的環境の保全整備   ●環境交流 
①環境教育の拠点の整備   ①史跡、名勝、天然記念物や建造物  ①自治体、ＮＰＯ・ＮＧＯ等との交流 
②公民館活動の整備・充実   の保持              ②視察・研修会 
●環境教育・学習      ②歴史・文化の活用         ③国際交流 
①環境教育・体験学習                      ④歴史・文化交流 
②環境教育体制の整備 

 

わたしたちは、地域の豊かな自然との共生を確保し、地球にやさしい『環境負荷の少ない自
立循環のまち』を創造し、将来世代に引き継いでいきます。 
●地域資源の活用                      ●ライフスタイルの見直し 
①バイオマスの総合的利用と再生産              ①省資源・省エネ行動 
②地場産業の育成 ③環境配慮型事業の推進          ②自然エネルギー利用の促進 
●健全な水循環                       ●働きかけ・連携 
①健全な水環境の構築・強化                 ①環境活動の輪づくり 
②広域連携の強化・推進 ③河川・池沼等の水質保全      ②自治体、ＮＰＯ・ＮＧＯ等との連携 
●ごみ減量（３Ｒの推進） 
①もったいない啓発活動 ③ごみ分別・収集・処理体制の整備 
②グリーンコンシューマーの育成 

 

わたしたちは、地球環境問題や地域の課題に対して『みんなで取り組むまち』を創造し、将
来世代に引き継いでいきます。 
●職員の資質向上     ●リーダー育成       ●エコガバナンス 
①職員研修        ①環境活動リーダーの育成  ①持続可能な市民自治社会のためのしくみづくり 
②組織づくり       ②活躍の場づくり      ②協働の組織づくり 
●率先行動        ●活動の促進 
①行動計画と進行管理   ①ネットワークづくり 
②市民・事業所との連携  ②環境活動支援 

③環境情報の提供 

多多様様なな生生態態系系とと共共生生すするるままちち

安安全全・・安安心心・・快快適適ななままちち  

交交流流とと教教育育・・文文化化ののままちち  

環環境境負負荷荷のの少少なないい自自立立循循環環ののままちち

みみんんななでで取取りり組組むむままちち  

新城市環境基本計画（概要版） 平成20年10月発行

この計画に関する問い合わせ先 
新城市生活環境部環境課 
電話 0536-23-7677   FAX 0536-23-8388 
E ﾒｰﾙ ondanka@city.shinshiro.lg.jp 


